
修正前（審議会でのご意見） 修正後
※改行の位置や文字間隔は画面表示の都合によるも
ので、実際は修正前と同一です。

「はじめに」の７行目に、「市民のみなさんからの郷土
史相談に応じて」とご丁寧にあるのですけれども、「の
みなさん」は要らないのではないかという感じがしま
した。８行目では「市民等の利用に供しているほか」と
いうことで「市民等」になっていますので、要らないの
かなということです。（河村委員）

やはり、公文書館の説明をされているところがとても

硬い文章になっているのです。「日常業務で使用しなく

なった文書で、」というのも、よく利用される方だと分

かりやすいのかもしれませんが、初めての方は何を

言っているのかなと思うかもしれません。基本的には、

特定重要公文書とは何ですかということなので、それ

は、歴史資料、札幌市の歴史を検証する重要な文書で

すということと市の活動を検証する上で重要な文書だ

ということをまず先にお知らせした方が分かりいいの

かなと思いました。 （山本副会長）

「日常業務で使用しなくなった文書」を、「保存期間を終

えた公文書」に修正し、周辺の表現を調整。

「市民のみなさん」から「市民等」に統一。

また、修正前について本段落の一文が長いため、整理

を行った。

① 公文書館トップページ「はじめに」について
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修正前（審議会でのご意見） 修正後
※改行の位置や文字間隔は画面表示の都合によるも
ので、実際は修正前と同一です。

② 公文書館トップページ「開館時間・休館日」について

括弧内と閉じ括弧のところで句点が重なって
いますので、「利用可能です。」にしてしまった
ほうがいいのではないかなというような感覚
を持ちました。（河村委員）

括弧内の句点を削除。
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③ 「所蔵資料のご利用方法」ページ
＞特定重要公文書の利用について

修正前（審議会でのご意見） 修正後

ぱっと見たときに、非公開のところの文
が長くて、ここが結構目についてしまうの
です。非公開とすべき情報が含まれる場
合とありますが、これは一部公開のもの
にも含まれているので、ちょっと正確では
ないと思います。説明するのはなかなか
難しいのですが、もう少し表現の仕方が
あるのかなと思いました。（山本副会長）

公文書館へご来館後、４と５
の閲覧と複写というのはぴ
んとくると思うのですが、６
番目の二次利用するという
のは何のことかなと、ちょっ
と分かりにくいかなと思いま
す。
（山本副会長）

一部公開の場合も非公開部分があり、

それを除いて利用可能である旨追記。

フロー図中の「6 二次利用する」を削除。

「5.複写する」の詳細説明に二次利用に関する

説明を内包した。（次頁のとおり）
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③ 「所蔵資料のご利用方法」ページ
＞特定重要公文書の利用について

修正後

複写の項目に二次利用について追記
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